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〔
主
祭
神
〕
味
耜
高
彦
根
命
　
天

御
梶
日
女
命
　
大
己
貴
命
　
多
紀

理
毘
売
命
　
外
四
柱

〔
宮
司
〕
内
田
信
醇

〔
由
緒
沿
革
〕
本
神
社
は
美
甘
郷

の
総
鎮
守
の
神
で
あ
っ
て
、
往
古

は
美
作
国
真
嶋
郡
美
甘
郷
美
甘
川

の
川
上
の
、
宮
座
山
の
山
中
に
鎮

座
し
て
い
た
。
神
代
よ
り
の
大
宮

処
で
あ
る
。
称
光
天
皇
の
応
永
二

十
六
年
の
頃
、
宮
座
山
の
麓
の
神

集
の
上
の
宮
に
遷
し
奉
り
、
霊
元

天
皇
の
延
宝
七
年
裏
手
の
路
の
上

の
宮
に
奉
遷
し
、
さ
ら
に
中
御
門

天
皇
の
宝
永
七
年
今
の
虫
の
身
の

宮
に
遷
し
奉
っ
た
。三
代
実
録
に
、

清
和
天
皇
貞
観
十
七
年
乙
未
授
美

作
国
従
五
位
下
御
鴨
神
社
従
五
位

上
と
見
え
て
い
る
。
大
正
十
一
年

七
月
三
十
一
日
県
社
と
な
っ
た
。
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謹
ん
で
輝
か
し
い
皇
紀
二
千
六
百

五
十
八
年
の
新
春
を
迎
え
先
ず
以

て
、
聖
寿
の
万
歳
、
竹
の
園
生
の
弥

栄
と
国
家
の
隆
昌
、
更
に
は
県
内
各

神
社
の
御
神
威
発
揚
と
神
職
氏
子
崇

敬
者
皆
様
方
の
御
健
勝
を
祈
念
し
、

新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

穏
や
か
な
年
を
と
願
い
な
が
ら
、

昨
年
も
亦
内
外
情
勢
将
に
多
事
多

難
、
各
界
の
不
祥
事
数
限
り
な
く
数

う
る
に
暇
無
く
、
真
に
残
念
で
ご
ざ

い
ま
す
。
今
年
こ
そ
平
穏
な
年
で
あ

り
ま
す
よ
う
に
と
、
祈
ら
ず
に
は
お

ら
れ
ま
せ
ん
。

扨
皆
様
ご
高
承
の
通
り
本
年
か
ら

宗
教
法
人
法
一
部
改
正
に
伴
い
所
轄

庁
へ
の
書
類
の
提
出
が
行
わ
れ
る
年

に
あ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
事
に

就
い
て
簡
略
に
述
べ
ま
す
と
、
先
ず

提
出
書
類
に
あ
た
る
『
役
員
名
簿
』、

『
財
産
目
録
』、『
収
支
計
算
書
（
決

算
書
）』、『
貸
借
対
照
表
』、『
境
内

建
物
に
関
す
る
書
類
』、『
事
業
に
関

す
る
書
類
』
は
こ
れ
か
ら
先
毎
年
作

成
し
会
計
年
度
終
了
後
四
ケ
月
以
内

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
書
類
を
作
成
す
る
に

は
、
最
も
重
要
な
各
神
社
の
神
社
規

則
及
び
同
認
証
書
の
備
え
付
け
が
必

要
に
な
っ
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
以
前

に
宮
司
欠
員
神
社
に
つ
き
ま
し
て

は
、
早
急
に
後
任
宮
司
の
就
任
が
為

さ
れ
な
い
と
書
類
を
提
出
す
る
事
す

ら
出
来
な
い
状
態
に
あ
り
、
延
い
て

は
解
散
命
令
の
請
求
対
象
神
社
に
も

成
り
か
ね
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
提
出
す
る
書
類
は
宗
教

法
人
の
運
営
上
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
基
本
要
因
を
再
確
認
し
、
そ
れ
を

文
書
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
提
出
で

き
な
い
神
社
は
宗
教
法
人
と
し
て
適

正
な
運
営
が
出
来
て
い
な
い
と
判
断

せ
ざ
る
を
得
な
い
事
に
な
り
ま
す
の

で
、
そ
の
対
応
に
は
万
全
を
期
し
て

い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
今
回
の
法
改
正
に

よ
り
、
神
社
は
大
き
な
転
期
を
迎
え

て
お
り
ま
す
が
、
抑
こ
の
法
律
は
宗

教
法
人
を
規
制
す
る
法
律
で
は
な

く
、
そ
の
目
的
は
宗
教
団
体
の
財
産

の
維
持
運
用
、
業
務
及
び
事
業
に
資

す
る
為
に
法
律
上
の
能
力
を
与
え
る

事
に
あ
り
、
こ
の
法
律
の
根
底
に
は

常
に
宗
教
と
い
う
も
の
は
善
で
あ
る

と
の
理
念
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
我
々
は
そ
の
理
念
に
背
く
こ
と

な
く
常
に
襟
を
正
し
宗
教
活
動
を
行

っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

最
後
に
皆
様
方
の
益
々
御
多
幸
で

神
明
奉
仕
に
御
精
励
の
程
心
か
ら
念

じ
年
頭
の
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

年
頭
の
ご
挨
拶

岡
山
県
神
社
庁
長

湯
浅
　
正
敬

横
林
　
武
彦

平
成
九
年
度
中
国
地
区
神
社
庁
教

化
会
議
は
、
本
年
は
山
口
県
が
当
番

県
で
あ
り
、
平
成
九
年
八
月
二
十
八

日
、
二
十
九
日
の
両
日
に
わ
た
り
実

施
さ
れ
、
当
岡
山
県
よ
り
は
、
河
本

貞
紀
教
化
副
委
員
長
、
福
田
隆
教
宣

部
長
と
、
私
の
三
名
が
代
表
と
し
て

参
加
致
し
ま
し
た
。
Ｊ
Ｒ
の
上
山
口

駅
よ
り
下
車
少
し
く
道
を
遠
回
り
し

て
大
汗
を
か
き
な
が
ら
、
神
社
庁
に

到
着
し
新
築
さ
れ
た
神
社
会
館
で
小

休
止
の
の
ち
、
会
議
に
先
立
ち
午
後

一
時
三
十
分
に
毛
利
家
の
祖
を
祀
る

豊
栄
神
社
に
正
式
参
拝
し
た
。

第
一
日
の
日
程
と
し
て
、
午
後
一

時
四
十
五
分
よ
り
山
口
県
神
社
庁
講

堂
に
於
い
て
開
会
式
。

一
、
拝
神

一
、
国
歌
斉
唱

一
、
敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和

一
、
神
宮
遥
拝

一
、
山
口
県
神
社
庁
長
挨
拶

一
、
主
催
県
教
化
部
長
挨
拶

一
、
日
程
説
明

午
後
二
時
よ
り
、
新
館
研
修
室
に

於
い
て
、
主
催
県
副
庁
長
野
村
清
風

氏
を
座
長
と
し
て
会
議
に
入
る
。

一
、
出
席
者
自
己
紹
介
（
十
八
名
出

席
）

一
、
活
動
報
告
及
び
討
議

①
平
成
八
年
度
各
県
教
化
活
動
報
告

及
び
平
成
九
年
度
の
事
業
計
画
の
発

表
（
各
県
二
十
分
程
度
）。

②
神
社
本
庁
教
化
テ
ー
マ
（
家
庭
祭

祀
の
振
興
）
に
対
す
る
各
県
の
取
組

状
況
の
発
表
。

③
そ
の
他
＝
中
国
五
県
講
演
研
修
会

の
開
催
に
つ
い
て
、
山
口
県
よ
り
提

案
が
あ
っ
た
が
本
年
度
は
各
県
の
日

程
が
合
わ
ず
、
来
年
度
以
降
に
開
催

す
る
事
と
な
っ
た
。

午
後
五
時
、
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
寿
に
移

動
し
、
午
後
六
時
三
十
分
よ
り
懇
親

会
で
第
一
日
の
日
程
を
消
化
す
る
。

第
二
日
、
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
寿
。

午
前
七
時
三
十
分
、
朝
食
。

午
前
八
時
三
十
分
よ
り
前
日
と
同

じ
く
野
村
副
庁
長
さ
ん
座
長
で
、

一
、
意
見
発
表
及
び
討
議

①
神
社
本
庁
教
化
テ
ー
マ（
家
庭
祭

祀
の
振
興
）の
ま
と
め
及
び
中
国
地

区
と
し
て
の
取
り
組
み
＝
こ
こ
で
は

現
代
の
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
の
活
用
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
活

用
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
た
。

②
今
後
の
中
国
地
区
教
化
会
議
の
在

り
方
に
つ
い
て
＝
各
県
共
に
前
記
の

テ
ー
マ
に
対
し
、
前
向
き
に
取
り
組

み
が
な
さ
れ
、
更
に
各
県
単
位
で
教

化
活
動
の
中
に
実
践
さ
れ
、
今
後
に

於
い
て
も
そ
の
成
果
を
期
待
す
る
こ

と
が
大
で
あ
る
と
共
に
、
我
々
委
員

も
常
に
初
心
に
立
ち
返
っ
て
日
々
研

鑽
を
重
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
痛
感
し

た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

正
午
、
昼
食
後
解
散
。

追
記

今
回
の
会
議
の
進
行
、
更
に

解
散
後
の
駅
ま
で
の
送
り
等
主
催
県

の
委
員
さ
ん
の
大
変
細
や
か
な
心
配

中
国
地
区 

神
社
庁
教
化
会
議 

に
参
加
し
て 

第 5 回 
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第
十
四
回
直
階
検
定
講
習
会
が
去
る

七
月
二
十
八
日
か
ら
八
月
二
十
二
日

ま
で
の
二
十
六
日
間
、
神
社
庁
で
開

催
さ
れ
た
。
受
講
者
は
二
十
七
人
内

男
性
二
十
名
、
女
性
七
名
で
前
回
同

様
年
齢
は
低
年
齢
と
高
年
齢
者
の
両

極
端
に
分
か
れ
た
。
又
、
来
年
度
よ

り
正
階
講
習
受
講
者
は
直
階
を
有
す

る
事
が
条
件
と
な
る
べ
く
本
庁
規
程

が
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
て
県
外

受
講
者
が
多
か
っ
た
。

今
回
は
階
位
検
定
委
員
会
に
て
、
受

講
前
に
面
接
を
行
い
、
受
講
の
動
機

や
心
構
え
に
つ
い
て
指
導
を
行
い
講

習
に
挑
ん
だ
。
講
習
期
間
は
例
年
よ

り
三
日
短
縮
さ
れ
休
日
も
一
日
少
な

い
時
間
割
と
し
た
為
、
講
習
半
ば
あ

た
り
で
は
疲
れ
た
様
子
に
見
え
た
が

最
終
日
ま
で
一
人
の
落
伍
者
も
無
く

全
員
修
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
後
は
階
位
授
与
の
後
、
各
社
に
奉

務
し
、
一
日
も
早
く
神
職
の
仲
間
入

り
が
で
き
る
事
を
希
望
し
ま
す
。

神
道
に
関
す
る
基
礎
知
識
は

極
め
て
乏
し
く
、
ま
た
紀
記
を

始
め
と
す
る
日
本
古
典
等
の
教

養
も
な
く
、
ま
し
て
や
、
祭
式

の
作
法
等
全
く
知
ら
な
か
っ
た

私
が
、
曲
が
り
な
り
に
も
何
と

か
講
習
を
終
え
、
直
階
の
資
格

を
頂
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

こ
れ
も
偏
に
、
真
剣
に
ご
指

導
下
さ
い
ま
し
た
諸
先
生
方
の

お
陰
と
、
深
く
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。

今
思
い
返
し
て
み
ま
す
と
、

足
の
痺
れ
に
泣
き
た
い
よ
う
な

時
も
あ
り
ま
し
た
が
、
毎
日
の

授
業
は
、
初
め
て
の
見
聞
や
体

験
が
殆
ど
で
、
自
分
な
り
に
十

分
吸
収
出
来
な
い
ま
ま
、
無
我

夢
中
の
う
ち
に
、
講
習
が
終
了

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

せ
め
て
、
も
う
少
し
事
前
に

勉
強
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
の

に
と
、
大
い
に
反
省
し
て
お
り

ま
す
。

授
業
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
講
義
し
て
頂
い
た
諸
先

生
方
の
博
学
な
こ
と
に
す
っ
か

り
感
心
し
、
祭
式
ご
担
当
の
諸

先
生
方
の
流
れ
る
よ
う
な
起
居

振
舞
に
は
、
只
々
見
と
れ
る
ば

か
り
で
し
た
。

と
て
も
、
諸
先
生
方
の
よ
う

に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、せ
め
て
、

お
教
え
頂
い
た
こ
と
を
忘
れ
な

い
よ
う
に
復
習
し
、
さ
ら
に
少

し
で
も
、
神
道
に
関
す
る
い
ろ

ん
な
勉
強
を
し
て
い
き
た
い
、

と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
、
神
職
と
し
て
体
験
す

る
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今

後
は
こ
と
あ
る
毎
に
、
氏
子
崇

敬
者
は
勿
論
の
こ
と
、
各
方
面

の
方
々
と
お
会
い
し
て
、
神
道

へ
の
理
解
を
深
め
、
敬
神
の
道

を
広
め
る
よ
う
、
努
め
る
所
存

で
す
。

直
階
検
定
講
習
会
を
受
講
し
て

国
米
　
英
男

神
職
養
成
直
階
検
定
講
習
会
開
催 

講　義　風　景

階位検定委員による受講者の面接



倉
敷
市
児
島
、
鴻
八
幡
宮
（
河

本
貞
紀
宮
司
）
の
「
祭
り
ば
や
し
」

が
、
去
る
三
月
二
十
五
日
、
岡
山

県
教
育
委
員
会
よ
り
県
指
定
重
要

民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
こ

の
祭
囃
子
は
、
正
式
に
は
「
鴻
八

幡
宮
祭
り
ば
や
し
」
と
し
て
登
録

さ
れ
て
い
る
が
、
別
名
「
し
ゃ
ぎ

り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
般
に

は
「
し
ゃ
ぎ
り
」
と
は
歌
舞
伎
の

幕
間
で
奏
さ
れ
る
囃
子
を
さ
し
て

い
う
。「
鴻
八
幡
宮
祭
り
ば
や
し
」

の
楽
器
は
、
篠
笛
、
胴
太
鼓
、
締

め
太
鼓
、
鐘
、
鼓
が
用
い
ら
れ
、

し
ゅ
木
で
打
つ
鉦
で
な
く
鐘
で
あ

る
の
が
珍
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

演
奏
曲
目
は
七
曲
で
、
演
奏
形
態

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
だ
ん
ぎ
れ
囃
子

は
や
し
を
演
奏
す
る
前
後
に
儀

礼
と
し
て
奏
さ
れ
る
極
め
て
短

い
曲
。

②
信
楽
囃
子
・
兵
庫
囃
子

「
だ
ん
じ
り
」
の
進
行
中
に
演

奏
さ
れ
る
。
勇
み
足
の
時
、
信

楽
囃
子
を
兵
庫
囃
子
に
切
り
替

え
て
演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

③
祇
園
囃
子

だ
ん
じ
り
の
停
止
ま
た
は
徐
行

時
に
演
奏
さ
れ
る
。

④
お
や
じ
（
上
り
は
）
囃
子

荘
重
な
曲
で
、
だ
ん
じ
り
が
境

内
の
参
道
坂
道
を
登
る
時
に
演

奏
さ
れ
る
。
太
鼓
に
は
曲
げ
ば

ち
の
扱
い
が
あ
る
。

⑤
神
楽
囃
子

だ
ん
じ
り
が
境
内
の
高
台
の
広

庭
に
到
着
し
た
後
に
神
前
で
演

奏
さ
れ
る
。

⑥
下
り
は
囃
子

だ
ん
じ
り
が
参
道
坂
道
を
下
る

時
に
演
奏
さ
れ
る
優
雅
な
曲
。

も
み
じ
の
葉
が
渓
流
に
落
ち
て

流
れ
て
い
く
よ
う
に
演
奏
さ
れ

る
。

⑦
お
ひ
ゃ
り
こ
囃
子

だ
ん
じ
り
が
停
止
ま
た
は
休
憩

中
に
演
奏
さ
れ
、
笛
と
打
ち
物

が
技
を
競
い
合
い
、
だ
ん
だ
ん

急
テ
ン
ポ
に
変
わ
る
時
が
あ
る

軽
快
な
曲
で
あ
る
。

指
定
を
機
に
鴻
八
幡
宮
祭
り
ば

や
し
保
存
会（
尾
崎
房
次
郎
会
長
）

で
は
、
様
々
な
記
念
行
事
を
計
画

し
て
い
る
。
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今
、
世
界
は
人
類
諸
活
動
に
よ
る

自
然
環
境
の
汚
染
や
、
破
壊
が
叫
ば

れ
て
久
し
い
。
自
然
資
源
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
大
量
消
費
、
人
間
の
生
活
優

先
の
土
地
開
発
に
も
と
づ
く
文
明

は
、
地
球
の
温
暖
化
、
熱
帯
雨
林
の

消
滅
、
草
原
の
砂
漠
化
、
大
洪
水
、

大
干
ば
つ
等
豊
か
な
地
球
を
む
し
ば

み
、
物
理
的
に
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
て

い
る
ば
か
り
で
な
く
資
源
の
収
奪
と

そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
紛
争
は
跡
を

絶
た
ず
将
来
の
展
望
を
憂
慮
せ
ざ
る

を
得
な
い
。

こ
の
地
球
上
に
生
を
受
け
て
い
る

全
て
の
も
の
の
生
活
環
境
を
理
解

し
、
殊
に
、
民
族
固
有
の
文
化
を
尊

重
し
て
、
行
き
過
ぎ
た
科
学
万
能
、

物
質
優
先
の
志
向
を
是
正
し
、
豊
か

な
美
し
い
心
を
育
む
人
間
関
係
を
広

め
、
争
い
の
な
い
世
界
を
実
現
す
る

こ
と
が
我
々
宗
教
者
に
与
え
ら
れ
た

使
命
で
あ
る
。

本
大
会
に
お
い
て
、
我
々
は
、
大

自
然
の
尊
い
恵
み
と
、
人
々
の
恩
を

受
け
つ
つ
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

再
確
認
し
、
宗
教
宗
派
の
違
い
を
乗

り
越
え
て
大
同
団
結
し
宗
教
者
に
課

せ
ら
れ
た
使
命
達
成
に
邁
進
す
る
こ

と
を
世
界
に
向
け
て
宣
言
す
る
。

平
成
九
年
九
月
十
二
日

第
十
七
回
世
界
連
邦

岡
山
県
宗
教
者
大
会

去
る
平
成
九
年
九
月
十
二
日
に
岡

山
市
古
京
町
『
岡
山
衛
生
会
館
三
木

記
念
ホ
ー
ル
』
に
お
い
て
「
美
し
い

自
然
・
美
し
い
心
」
を
大
会
テ
ー
マ

と
し
て
岡
山
県
神
社
庁
当
番
に
よ
る

第
十
七
回
世
界
連
邦
岡
山
県
宗
教
者

大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
当
日
は
大
会

に
先
立
ち
午
前
九
時
五
十
分
中
山
下

公
園
か
ら
表
町
商
店
街
、
県
庁
通
り

を
総
勢
三
〇
〇
名
に
上
る
宗
教
者
が

世
界
平
和
を
市
民
に
訴
え
る
べ
く
襷

掛
け
に
、
プ
ラ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
平

和
行
進
を
行
っ
た
。

引
続
き
三
木
記

念
ホ
ー
ル
に
お
い

て
見
垣
安
邦
伊
勢

神
社
宮
司
の
齋
主

の
も
と
平
和
祈
願

祭
が
厳
粛
に
執
行

さ
れ
た
。

次
に
大
会
行
事

に
移
り
、
物
部
大

会
委
員
長
の
開
会

の
辞
、
清
田
名
誉

大
会
長
の
挨
拶
、

湯
浅
大
会
長
の
挨

拶
、
と
予
定
通
り
進
行
し
、
最
後
に

本
大
会
の
宣
言
文
を
発
表
し
て
大
会

行
事
を
終
了
し
た
。

小
休
憩
の
後
石
清
水
八
幡
宮
権
宮

司
田
中
恆
清
先
生
に
よ
る
大
会
テ
ー

マ
を
演
題
に
し
た
記
念
講
演
が
行
わ

れ
、
独
特
の
関
西
弁
で
エ
ジ
ソ
ン
と

石
清
水
八
幡
宮
の
関
係
や
宗
教
者
同

士
は
隔
絶
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
な

ど
世
界
連
邦
活
動
の
経
験
か
ら
引
用

さ
れ
、
話
題
性
に
富
ん
だ
内
容
に
出

席
者
も
感
銘
を
受
け
た
様
子
が
う
か

が
え
た
。

宣
　
　
言

平和祈願祭

第17回

世界連邦岡山県宗教者大会
開催される

平和行進
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御
承
知
の
通
り
、
神
符
守
札
等
の

授
与
品
に
関
し
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま

で
そ
の
厳
正
な
る
お
取
扱
い
を
お
願

い
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

お
み
く
じ
の
授
与
に
つ
き
ま
し
て

も
、
宗
教
上
の
尊
厳
性
に
基
づ
い
た

お
取
扱
い
を
お
願
い
し
て
き
た
と
こ

ろ
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
一

般
業
者
が
、
お
み
く
じ
に
高
額
商
品

の
当
た
る
福
引
き
券
を
付
し
た
所
謂

「
景
品
付
き
お
み
く
じ
」
を
企
画
し

た
例
も
あ
り
、
類
似
の
行
為
の
是
非

に
つ
い
て
、
一
部
に
お
い
て
徹
底
さ

れ
て
い
な
い
面
も
あ
る
や
に
聞
き
及

ん
で
お
り
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
神
社
に
お
け

る
「
お
み
く
じ
」
の
授
与
は
信
仰
に

根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る

形
で
あ
れ
、
お
み
く
じ
に
高
額
の
商

品
が
付
随
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り

得
ま
せ
ん
。
ま
た
、
福
引
き
を
付
し
、

射
幸
心
を
煽
る
形
で
の
授
与
は
、

「
お
み
く
じ
」
本
来
の
意
義
に
反
す

る
も
の
で
、
信
仰
上
の
疑
義
を
も
生

じ
さ
せ
か
ね
ま
せ
ん
。

つ
き
ま
し
て
は
、神
符
守
札
同
様
、

お
み
く
じ
の
授
与
に
関
す
る
お
取
扱

い
に
つ
い
て
は
慎
重
を
期
し
て
下
さ

い
。

1．主催

神社本庁研修所（研修室）

2．開催研修名及び期間・研修人員

3．開催場所

イ．神宮道場

ロ．指導者養成研修は後日決定する

4．研修対象者

1 指導神職研修

①正階以上の階位を有する者で、身分2級以上の神職

②権宮司を置く神社の宮司、及び本庁・神社庁の参事に任

用予定の者（その旨神社庁長の副申を要する）

③中堅神職研修の全課程（30日）を修了した者

2 中堅神職研修（身分2級基礎研修併設）

①3級以上の神職で5年以上の神職経歴を有し、各種研修を

4日間以上受講している者。但し、昭和50年7月1日以降

に神職に任用された者は、初任神職研修を修了していな

ければならない。

②別表神社の宮司、権宮司及び本庁・神社庁の主事に任用

予定の者（その旨神社庁長の副申を要する）。

3 明階基礎研修

・神職にして、正階を授与されてから、大学学部を卒業し

た者又は神職養成機関普通課程を修了した者にあっては7

年以上、短期大学及びこれと同等以上の学校を卒業した

者にあっては10年以上、その他の者にあっては12年以

上在職し、成績特に優秀として神社庁長の推薦を得た者

（但し、既研修修了者を除く）

4 正階基礎研修

・神職にして、権正階を授与されてから、7年以上在職する

者又は4年以上在職する年齢44歳を過ぎた者で、成績特

に優秀として神社庁長の推薦を得た者（但し、既研修修

了者を除く）

5 指導者養成研修

①3級以上の神職で、5年以上の神職経歴を有し、神社庁長

が特に推薦する者。但し、昭和50年7月1日以降に神職

に任用された者は、初任神職研修を修了していなければ

ならない。

②神職以外の者で、研修所長が特に認めた者。

5．研修費用

指導神職研修　10日間5万円・5日間3万円

中堅神職研修　4万5千円

明階基礎研修　6万円

正階基礎研修　6万円

指導者養成研修は後日決定する。

6．手続

受講希望者は神社庁へ申込書をご請求下さい。

7．申込期限

各研修とも開催日の30日前までに必着厳守のこと。

8．その他

研修費の納入方法、携行品、研修者心得等は、入所承

認者宛通知する。

以上

神社本庁研修所直轄研修のお知らせ

人員 

30名 

45名 

45名 

 

各県 1名 

45名 

各県 1名 

各県各管 
1名 

50名 

45名 

45名 

45名 

30名 

日数 開催研修名 期間（いずれも平成10年） 

10日間 

10日間 

10日間 

 

4日間 

10日間 

4日間 

4日間 

4日間 

10日間 

10日間 

10日間 

5日間 

4月15日～24日 

6月　9日～18日 

6月20日～29日 

 

7月　4日～　7日 

7月　9日～18日 

7月22日～25日 

8月　3日～　6日 

8月19日～22日 

9月19日～28日 

10月　6日～15日 

10月20日～29日 

11月26日～30日 

平成9年度分 

第48回指導神職研修 

第45回正階基礎研修（丙） 

第57回明階基礎研修（丙） 

平成10年度分 

第44回神道行法錬成研修会 
（ 指 導 者 養 成 研 修 ） 

第39回中堅神職研修 

神社庁祭式指導者養成研修会 

第39回神社庁雅楽 
指導者養成研修会 

神社庁祭祀舞指導者 
養 成 研 修 会 

第58回明階基礎研修（甲） 

第46回正階基礎研修（甲） 

第40回中堅神職研修 

第49回指導神職研修 



平成10年１月１日 第84号 （6）岡 山 県 神 社 庁 報

去
る
十
月
三
十
一
日
午
前
十
時
三

十
分
か
ら
岡
山
市
奥
市
（
岡
山
県
遺

族
福
祉
会
館
）
に
お
い
て
、
本
郷
参

事
齋
主
の
も
と
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
を
執
行
し
た
。
祝
詞
奏
上
の
後
、

庁
長
、
難
波
副
庁
長
よ
り
、
支
部
長

さ
ん
一
人
一
人
に
大
麻
と
暦
を
手
渡

し
、
祭
典
を
終
了
し
た
。

引
き
続
い
て
、
表
彰
式
並
び
に
推

進
会
議
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
席
上
左

記
の
方
々
が
表
彰
さ
れ
た
。

【
神
宮
大
宮
司
表
彰
】

◎
頒
布
従
事
者
特
別
表
彰

瓜
生
神
社
宮
司
　
横
林
武
彦

◎
優
良
頒
布
従
事
者

阿
智
神
社
宮
司
　
小
野
一
臣

軒
戸
神
社
宮
司
　
湯
浅
敬
弘

興
除
神
社
宮
司
　
佐
藤
満
志

春
日
神
社
宮
司
　
那
須
正
彦

戸
神
社
宮
司
　
神
田
経
夫

矢
掛
神
社
宮
司
　
鳥
越
真
澄

江
原
八
幡
神
社
宮
司
　
横
内
久
明

中
和
神
社
宮
司
　
武
内
禎
治

八
幡
神
社
宮
司
　
牧
　
博
嗣

西
加
茂
神
社
宮
司
　
青
山
博
也

八
幡
宮
役
員
　
中
谷
幸
晴

荒
神
社
役
員
　
藤
丘
栄
一

宇
佐
八
幡
神
社
役
員
　
山
室
元
孝

穴
門
山
神
社
役
員
　
阿
部
善
人

八
幡
神
社
役
員
　
福
島
頼
正

◎
優
良
支
部

小
田
郡
支
部

井
原
後
月
支
部

【
岡
山
県
神
社
庁
長
表
彰
】

（
四
―
一
）
深
田
神
社
始
め
一
〇
二
社

（
四
―
三
）
御
津
南
支
部

吉
備
支
部

推
進
会
議
で
は
、
神
職
や
総
代
の

代
表
者
か
ら
、
大
麻
増
頒
布
の
方
法

や
苦
心
談
が
報
告
さ
れ
、
家
庭
へ
神

棚
を
設
け
、
神
宮
大
麻
を
お
祀
り
す

る
こ
と
を
氏
子
崇
敬
者
に
理
解
を
求

め
る
施
策
を
推
進
し
、
神
宮
大
麻
増

頒
布
に
向
け
て
神
職
、
総
代
一
丸
と

な
り
、
一
層
努
力
す
る
こ
と
を
誓
い

合
っ
て
解
散
し
た
。

平
成
七
年
十
二
月
、
宗
教
法
人
法

の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成
八
年
九

月
十
五
日
よ
り
こ
の
法
律
が
施
行
さ

れ
て
い
る
が
、
平
成
十
年
を
迎
え
愈

各
神
社
か
ら
書
類
を
提
出
す
る
時
期

が
来
た
。

本
稿
で
は
、
提
出
す
る
書
類
及
び

時
期
等
に
つ
い
て
再
度
確
認
の
意
味

で
説
明
す
る
。

『
提
出
時
期
に
つ
い
て
』

法
律
が
施
行
さ
れ
た
平
成
八
年
九

月
十
五
日
以
降
に
始
ま
る
会
計
年
度

終
了
後
四
ケ
月
以
内
と
な
っ
て
い
る

の
で
、
神
社
規
則
第
二
十
六
条
の
会

計
年
度
を
確
認
し
、
提
出
す
る
事
に

な
る
。
従
っ
て
、
提
出
時
期
は
各
神

社
で
必
然
的
に
区
々
に
な
っ
て
く

る
。県

内
神
社
で
は
会
計
年
度
終
了
が

十
二
月
三
十
一
日
及
び
三
月
三
十
一

日
が
最
も
多
い
が
、
そ
の
他
の
月
も

か
な
り
あ
る
。

例
え
ば
会
計
年
度
終
了
が
九
月
三

十
日
の
神
社
で
は
、
提
出
は
平
成
九

年
十
月
一
日
か
ら
四
ケ
月
以
内
。
ま

た
会
計
年
度
終
了
が
八
月
三
十
一
日

の
神
社
で
は
、
提
出
は
平
成
十
年
九

月
一
日
か
ら
四
ケ
月
以
内
と
な
り
会

計
年
度
の
違
い
で
実
に
一
年
の
差
が

生
じ
る
の
で
あ
る
。

何
れ
に
せ
よ
殆
ど
の
神
社
は
平
成

十
年
に
は
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
提
出
先
に
つ
い
て
』

所
轄
庁
と
の
協
議
の
上
、
各
神
社

か
ら
個
々
に
神
社
庁
へ
提
出
す
る
事

と
な
っ
て
い
る
。（
支
部
経
由
は
し

な
く
て
も
結
構
で
す
）
又
所
轄
庁
へ

直
送
し
て
も
一
旦
神
社
庁
へ
回
送
さ

れ
る
。
神
社
庁
へ
の
提
出
は
所
轄
庁

へ
の
提
出
期
限
の
遅
く
と
も
十
日
前

迄
と
す
る
。

◎
提
出
書
類

各
書
類
に
は
必
ず
神
社
名
、
認
証

番
号
を
記
入
す
る
事
。

宗教法人法一部改正
による
所轄庁（県）への提出書類
について

神宮大麻暦頒布 
　　　始祭執行 

大　麻　授　与

神宮大麻暦頒布始祭
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◎
規
則
変
更

六
月
三
日

岡
山
市
東
平
島
　
北
居
都
神
社

（
総
代
数
及
び
会
計
年
度
変
更
）

勝
田
郡
勝
北
町
上
村
　
朝
吉
神
社

（
会
計
年
度
変
更
）

六
月
二
十
七
日

真
庭
郡
落
合
町
大
字
下
見
　
下
見
神

社（
役
員
定
数
、
総
代
定
数
変
更
）

八
月
五
日

勝
田
郡
勝
北
町
安
井
　
東
加
茂
神
社

（
会
計
年
度
変
更
）

新
見
市
井
倉
　
三
倉
神
社

（
役
員
定
数
変
更
）

勝
田
郡
勝
北
町
上
野
田
　
武
内
神
社

（
会
計
年
度
変
更
）

勝
田
郡
勝
北
町
坂
上
　
豊
岡
神
社

（
事
務
所
の
所
在
地
変
更
）

八
月
二
十
二
日

岡
山
市
金
田
　
天
満
宮

（
金
田
天
満
宮
に
社
名
変
更
及
び
会

計
年
度
変
更
）

小
田
郡
美
星
町
大
字
大
倉
　
明
釼
神
社

（
総
代
定
数
変
更
）

八
月
二
十
六
日

小
田
郡
矢
掛
町
小
田
　
武
荅
神
社

（
会
計
年
度
変
更
）

真
庭
郡
久
世
町
大
字
鍋
屋
　
八
幡
神
社

（
役
員
数
、
総
代
数
変
更
、
会
計
年

度
変
更
）

九
月
十
六
日

勝
田
郡
奈
義
町
豊
沢
　
風
神
社

（
鎮
座
地
変
更
）

十
一
月
七
日

勝
田
郡
勝
央
町
東
吉
田
　
大
崎
神
社

（
境
内
神
社
創
立
）

十
一
月
十
八
日

真
庭
郡
川
上
村
大
字
徳
山
　
徳
山
神
社

（
会
計
年
度
変
更
）

十
一
月
二
十
一
日

井
原
市
井
原
町
　
足
次
山
神
社

（
総
代
数
変
更
）

◎
財
産
処
分

八
月
十
五
日

新
見
市
千
屋
井
原
　
國
司
神
社

（
杉
伐
採
売
却
）

八
月
二
十
六
日

英
田
郡
英
田
町
福
本
（
小
学
校
給
食

棟
整
備
事
業
に
よ
る
山
林
の
売
却
）

十
月
二
十
四
日

赤
磐
郡
吉
井
町
仁
堀
中
　
八
幡
宮

（
県
道
改
修
工
事
に
よ
る
保
安
林
の

売
却
）

十
一
月
十
八
日

久
米
郡
柵
原
町
王
子
　
王
子
神
社

（
河
川
改
修
工
事
に
よ
る
山
林
の
売
却
）

◎
主
要
建
物
改
築
等

七
月
一
日

玉
野
市
渋
川
　
八
幡
宮

（
本
殿
、
幣
殿
、
釣
殿
、
拝
殿
、
社

務
所
、
渡
り
廊
下
の
改
築
）

八
月
五
日

津
山
市
下
高
倉
西
　
高
倉
神
社

（
幣
殿
、
拝
殿
、
社
務
所
、
神
輿
庫

の
改
築
・
神
楽
殿
の
除
却
）

九
月
十
六
日

勝
田
郡
奈
義
町
豊
沢
　
風
神
社

（
本
殿
、
拝
殿
を
移
し
て
改
築
、
石

碑
の
移
築
、
便
所
の
新
築
）

十
一
月
七
日

勝
田
郡
勝
央
町
東
吉
田
　
大
崎
神
社

（
境
内
神
社
新
築
）

◎
模
様
替

八
月
十
五
日

上
房
郡
賀
陽
町
大
字
田
土
・
湯
山
川

合
神
社

（
本
殿
屋
根
檜
皮
葺
を
銅
板
葺
と
す
る
）

和
気
郡
和
気
町
藤
野
　
和
気
神
社

（
境
内
地
拡
張
整
備
）

九
月
十
六
日

勝
田
郡
奈
義
町
豊
沢
　
風
神
社

（
境
内
地
区
域
の
変
更
）

十
一
月
十
一
日

勝
田
郡
勝
北
町
坂
上
　
豊
岡
神
社

（
山
林
を
境
内
地
に
編
入
）

承
認
さ
れ
た
神
社

自
　
平
成
九
年
七
月
一
日

至
　
平
成
九
年
十
一
月
三
十
日

◎
正
階
（
無
試
験
検
定
）

五
月
二
十
五
日
　
高
畑
達
史

七
月
二
十
五
日
　
朝
倉
正
登

八
月
五
日
　
水
島
和
彦

八
月
十
五
日
　
草
地
美
恵
子

◎
権
正
階
（
無
試
験
検
定
）

六
月
二
十
五
日
　
清
水
啓
介

七
月
二
十
五
日
　
池
畑
太
根
夫

◎
正
階
（
試
験
検
定
）

八
月
五
日
　
石
村
均

◎
権
正
階
（
試
験
検
定
）

八
月
十
五
日
　
池
田
弥
寿
江

階
位
授
与

『
提
出
用
文
書
（
付
け
紙
）』

提
出
す
る
文
書
名
の
み
記
入
し
、

提
出
し
な
い
文
書
は
記
入
し
な
い
。

収
支
計
算
書
を
提
出
出
来
な
い
神

社
は
、
そ
の
理
由
を
こ
の
書
類
に
書

き
示
す
。

『
役
員
名
簿
』

会
計
年
度
終
了
日
現
在
の
役
員
を

記
入
す
る
。
就
任
年
月
日
は
最
初
に

就
任
し
た
日
を
記
入
す
る
。

『
財
産
目
録
』

基
本
財
産
、
特
殊
財
産
、
普
通
財

産
に
分
け
て
記
入
し
、
備
考
欄
に
は

土
地
の
所
在
地
、
建
物
の
用
途
、
有

価
証
券
の
種
類
、
宝
物
・
什
器
備
品

の
点
数
等
を
簡
略
に
記
入
す
る
。

普
通
財
産
の
預
貯
金
、
現
金
の
合

計
は
必
ず
決
算
書
の
繰
越
金
と
同
額

に
な
っ
て
い
る
事
を
確
認
す
る
。

負
債
が
無
い
場
合
は
負
債
合
計
に

０
を
記
入
す
る
。

『
収
支
計
算
書
（
決
算
書
）』

既
存
の
一
般
会
計
決
算
書
の
み
を

提
出
す
る
。
作
成
し
て
い
な
い
神
社

は
新
た
に
作
成
し
て
下
さ
い
。

『
貸
借
対
照
表
』

作
成
し
て
い
る
場
合
の
み
提
出
す

る
。新
た
に
作
成
す
る
必
要
は
な
い
。

『
境
内
建
物
に
関
す
る
書
類
』

神
社
の
建
物
を
記
入
す
る
の
で
は

な
く
、
こ
の
書
類
を
提
出
す
る
神
社

は
、
財
産
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る

建
物
以
外
に
貸
借
契
約
等
に
よ
っ
て

境
内
建
物
と
し
て
借
用
、
使
用
し
て

い
る
な
ど
、
神
社
の
財
産
と
し
て
は

掲
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
の
み

提
出
す
る
事
に
な
っ
て
お
り
該
当
が

無
い
場
合
は
作
成
し
な
く
て
よ
い
。

該
当
例
①
他
の
者
が
所
有
し
て
い

る
建
物
を
神
社
が
使
用
し
て
い
る
。

②
他
の
者
が
所
有
し
て
い
る
土
地
に

神
社
を
建
立
し
て
い
る
。（
こ
の
場

合
は
土
地
を
記
入
）
等

『
事
業
に
関
す
る
書
類
』

公
益
事
業
（
幼
稚
園
、
保
育
園
、

各
種
学
校
、
図
書
館
、
博
物
館
、
病

院
等
）
収
益
事
業
（
不
動
産
貸
付
業
、

席
貸
業
、
駐
車
場
業
等
）
を
行
っ
て

い
る
場
合
の
み
作
成
す
る
。

作
成
す
る
場
合
に
は
事
業
開
始
に

伴
う
規
則
変
更
が
行
わ
れ
て
い
る
か

確
認
す
る
。

以
上
六
項
目
が
提
出
書
類
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
書
類
は
一
度

提
出
す
れ
ば
良
い
の
で
は
な
く
、
こ

れ
か
ら
先
毎
年
会
計
年
度
終
了
後
四

ケ
月
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
又
、
提
出
に
あ
た

っ
て
の
用
紙
は
Ａ
４
サ
イ
ズ
に
横
書

き
で
作
成
す
る
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
神
社
本
庁
発

行
の
『
宗
教
法
人
法
改
正
と
神
社
の

事
務
運
営
』
等
を
再
度
目
を
通
し
て

万
全
を
期
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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七
月
一
日

総
社
宮
司
　
松
岡
重
彰

津
山
市
勝
部

兼
ね
て
勝
部
神
社
宮
司
に
任
ず
る

総
社
宮
司
　
松
岡
重
彰

津
山
市
籾
保

兼
ね
て
栃
畑
神
社
宮
司
に
任
ず
る

総
社
宮
司
　
松
岡
重
彰

津
山
市
小
田
中

兼
ね
て
白
加
美
神
社
宮
司
に
任
ず
る

総
社
宮
司
　
松
岡
重
彰

津
山
市
志
戸
部

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る

総
社
宮
司
　
松
岡
重
彰

津
山
市
大
田

兼
ね
て
大
田
神
社
宮
司
に
任
ず
る

総
社
宮
司
　
松
岡
重
彰

津
山
市
沼

兼
ね
て
齋
神
社
宮
司
に
任
ず
る

牛
窓
神
社
宮
司
　
岡
崎
義
弘

岡
山
市
西
大
寺
中

兼
ね
て
恵
比
須
宮
宮
司
に
任
ず
る

八
幡
神
社
宮
司
　
三
上
忠
男

阿
哲
郡
哲
多
町
大
字
大
野

兼
ね
て
山
神
社
宮
司
に
任
ず
る

七
月
十
五
日

旭
神
社
宮
司
　
横
山
征
彦

英
田
郡
作
東
町
大
聖
寺

兼
ね
て
大
彌
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
幡
神
社
宮
司
　
田
邉
聖
祐

小
田
郡
美
星
町
大
字
三
山

兼
ね
て
國
司
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
幡
神
社
禰
宜
　
在
里
稔
雄

倉
敷
市
本
町

兼
ね
て
阿
智
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

両
児
神
社
禰
宜
　
井
上
博
文

倉
敷
市
日
畑

兼
ね
て
岩
倉
神
社
宮
司
に
任
ず
る

七
月
二
十
二
日

雨
垂
布
勢
神
社
権
禰
宜
　
青
江
宏

之赤
磐
郡
瀬
戸
町
宗
堂

兼
ね
て
素
盞
嗚
神
社
宮
司
に
任
ず
る

七
月
三
十
一
日

讃
甘
神
社
宮
司
　
白
岩
直
樹

願
ひ
に
依
り
本
職
を
免
ず
る

八
月
一
日

鈴
鹿
明
神
社
禰
宜
　
白
岩
修
治

英
田
郡
大
原
町
宮
本

兼
ね
て
讃
甘
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
月
二
十
二
日

岡
山
縣
護
國
神
社
権
禰
宜
　
根
石

俊
明岡

山
市
北
方

兼
ね
て
御
崎
宮
宮
司
に
任
ず
る

八
月
三
十
一
日

高
田
神
社
兼
八
幡
神
社
宮
司
　
池

田
武
夫

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

若
宮
八
幡
宮
宮
司
兼
豊
原
南
島
神

社
宮
司
　
川
崎
弘
海

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

九
月
一
日

片
山
神
社
宮
司
　
吉
田
重
隆

赤
磐
郡
赤
坂
町
南
佐
古
田

兼
ね
て
天
津
神
社
宮
司
に
任
ず
る

片
山
神
社
宮
司
　
吉
田
重
隆

赤
磐
郡
赤
坂
町
北
佐
古
田

兼
ね
て
宗
形
神
社
宮
司
に
任
ず
る

片
山
神
社
宮
司
　
吉
田
重
隆

赤
磐
郡
赤
坂
町
西
軽
部

兼
ね
て
熊
野
神
社
宮
司
に
任
ず
る

片
山
神
社
宮
司
　
吉
田
重
隆

赤
磐
郡
赤
坂
町
東
軽
部

兼
ね
て
大
石
箱
畳
神
社
宮
司
に
任
ず

る
片
山
神
社
宮
司
　
吉
田
重
隆

赤
磐
郡
赤
坂
町
今
井

兼
ね
て
天
津
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
幡
神
社
禰
宜
　
金
藤
清
雄

高
梁
市
落
合
町
福
地

八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る

田
根
神
社
禰
宜
　
東
郷
和
泉

真
庭
郡
湯
原
町
大
字
藤
森

兼
ね
て
建
部
神
社
宮
司
に
任
ず
る

安
仁
神
社
権
禰
宜
　
丸
田
実
技

岡
山
市
長
沼

兼
ね
て
豊
原
南
島
神
社
宮
司
に
任
ず

る
松
神
神
社
宮
司
　
高
山
聖

勝
田
郡
奈
義
町
荒
内
西

兼
ね
て
伊
勢
神
社
宮
司
に
任
ず
る

九
月
三
十
日

真
名
井
神
社
宮
司
　
上
月
良
典

御
津
郡
御
津
町
大
字
宇
甘

兼
ね
て
山
野
神
社
宮
司
に
任
ず
る

北
山
神
社
禰
宜
兼
小
原
神
社
宮
司

前
義
朗

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

阿
智
神
社
禰
宜
兼
八
幡
神
社
（
老

松
町
）
宮
司
　
小
野
直
臣

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

阿
智
神
社
禰
宜
兼
三
社
神
社
宮
司

小
野
直
臣

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

阿
智
神
社
禰
宜
兼
御
崎
神
社
宮
司

小
野
直
臣

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

阿
智
神
社
禰
宜
兼
素
盞
嗚
神
社
宮

司
　
小
野
直
臣

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

阿
智
神
社
禰
宜
兼
八
幡
神
社
（
酒

津
）
宮
司
　
小
野
直
臣

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

梶
並
神
社
宮
司
　
横
山
ひ
ろ
こ

願
ひ
に
依
り
本
職
を
免
ず
る

十
月
一
日

阿
智
神
社
権
禰
宜
　
石
村
均

倉
敷
市
帯
高

兼
ね
て
素
盞
嗚
神
社
宮
司
に
任
ず
る

阿
智
神
社
権
禰
宜
　
石
村
陽
子

倉
敷
市
大
内

兼
ね
て
御
崎
神
社
宮
司
に
任
ず
る

阿
智
神
社
権
禰
宜
　
石
村
陽
子

倉
敷
市
八
王
子
寺
町

兼
ね
て
三
社
神
社
宮
司
に
任
ず
る

阿
智
神
社
権
禰
宜
　
石
村
陽
子

倉
敷
市
老
松
町

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る

阿
智
神
社
権
禰
宜
　
石
村
陽
子

倉
敷
市
酒
津

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る

西
幸
神
社
宮
司
　
竹
井
秀
子

久
米
郡
中
央
町
小
原

兼
ね
て
小
原
神
社
宮
司
に
任
ず
る

天
満
神
社
宮
司
　
小
寺
忍

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見

七
月
一
日

桑
野
純
一

庁
規
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
兼
ね
て
浅
口
郡
里
庄
町
里
見
四
千

四
百
四
十
四
番
地
　
荒
神
社
宮
司
に

特
任
す
る

桑
野
純
一

庁
規
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
兼
ね
て
浅
口
郡
里
庄
町
里
見
五
千

五
百
六
十
四
番
地
　
荒
神
社
宮
司
に

特
任
す
る

八
月
十
五
日

松
嶋
章
雄

庁
規
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
兼
ね
て
岡
山
市
西
大
寺
中
　
山
口

神
社
宮
司
に
特
任
す
る

九
月
十
日

安
仁
神
社
宮
司
　
三
原
千
幸

八
幡
神
社
宮
司
　
渡
辺
更
生

神
職
身
分
二
級
上
と
す
る

本
庁
辞
令

九
月
三
十
日

主
事
　
小
山
玉
章
子

願
ひ
に
依
り
職
を
免
ず
る

七
月
十
一
日

岡
本
光
正
、
武
内
禎
治

十
一
月
十
二
日

新
庄
正
安

神
社
庁
辞
令

岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
を
委
嘱
致
し

ま
す任

免

自
　
平
成
九
年
七
月
一
日

至
　
平
成
九
年
十
一
月
三
十
日
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兼
ね
て
山
神
社
宮
司
に
任
ず
る

宗
形
神
社
宮
司
　
門
野
祇
得

赤
磐
郡
吉
井
町
河
原
屋

兼
ね
て
熊
野
神
社
宮
司
に
任
ず
る

両
児
神
社
禰
宜
　
井
上
博
文

倉
敷
市
西
尾

兼
ね
て
真
宮
神
社
宮
司
に
任
ず
る

横
山
義
人

勝
田
郡
勝
田
町
梶
並

梶
並
神
社
宮
司
に
任
ず
る

水
島
和
彦

勝
田
郡
勝
央
町
黒
坂

八
幡
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

河
田
龍
太

児
島
郡
灘
崎
町
迫
川

御
崎
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

十
月
五
日

大
山
祇
神
社
禰
宜
兼
木
野
山
神
社

禰
宜
　
實
森
功

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

大
山
祇
神
社
禰
宜
兼
八
幡
神
社
禰

宜
　
實
森
功

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

大
山
祇
神
社
禰
宜
兼
星
尾
神
社
禰

宜
　
實
森
功

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

十
月
六
日

熊
野
神
社
禰
宜
　
佐
藤
武
文

岡
山
市
牟
佐

兼
ね
て
高
藏
神
社
宮
司
代
務
者
に
任

ず
る熊

野
神
社
禰
宜
　
佐
藤
武
文

岡
山
市
玉
柏

兼
ね
て
八
幡
宮
宮
司
代
務
者
に
任
ず

る
熊
野
神
社
禰
宜
　
佐
藤
武
文

赤
磐
郡
山
陽
町
沼
田

兼
ね
て
沼
田
神
社
宮
司
代
務
者
に
任

ず
る熊

野
神
社
禰
宜
　
佐
藤
武
文

赤
磐
郡
山
陽
町
長
尾

兼
ね
て
鴨
長
尾
神
社
宮
司
代
務
者
に

任
ず
る

熊
野
神
社
禰
宜
　
佐
藤
武
文

赤
磐
郡
瀬
戸
町
菊
山

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
代
務
者
に
任

ず
る熊

野
神
社
禰
宜
　
佐
藤
武
文

岡
山
市
牟
佐

兼
ね
て
天
神
宮
宮
司
代
務
者
に
任
ず

る十
月
九
日

厳
島
神
社
権
禰
宜
兼
大
宰
神
社
宮

司
　
妹
尾
明
義

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

厳
島
神
社
権
禰
宜
兼
明
釼
神
社
宮

司
　
妹
尾
明
義

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

厳
島
神
社
権
禰
宜
兼
八
幡
神
社

（
星
田
）
宮
司
　
妹
尾
明
義

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

厳
島
神
社
権
禰
宜
兼
木
野
山
神
社

宮
司
　
妹
尾
明
義

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

厳
島
神
社
権
禰
宜
兼
八
幡
神
社

（
花
滝
）
宮
司
　
妹
尾
明
義

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

厳
島
神
社
権
禰
宜
兼
八
幡
神
社

（
野
上
町
）
宮
司
　
妹
尾
明
義

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

厳
島
神
社
権
禰
宜
兼
大
山
祇
神
社

宮
司
　
妹
尾
明
義

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

十
月
二
十
日

布
勢
神
社
宮
司
　
高
畠
勝
仁

玉
野
市
番
田

兼
ね
て
亀
山
八
幡
宮
宮
司
に
任
ず
る

十
月
二
十
五
日

八
幡
宮
宮
司
　
堀
正
臣

玉
野
市
御
崎

兼
ね
て
御
前
八
幡
宮
禰
宜
に
任
ず
る

十
月
三
十
日

八
幡
神
社
禰
宜
　
水
島
和
彦

勝
田
郡
勝
央
町
東
吉
田

兼
ね
て
大
崎
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

八
幡
神
社
禰
宜
　
水
島
和
彦

勝
田
郡
勝
央
町
東
畑
屋

兼
ね
て
畑
屋
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

八
幡
神
社
禰
宜
　
水
島
和
彦

津
山
市
名
坂

兼
ね
て
若
王
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

八
幡
神
社
禰
宜
　
水
島
和
彦

津
山
市
中
原

兼
ね
て
大
崎
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

八
幡
神
社
禰
宜
　
水
島
和
彦

津
山
市
金
井

兼
ね
て
大
崎
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

大
山
祇
神
社
禰
宜
　
實
森
功

井
原
市
野
上
町

大
山
祇
神
社
宮
司
に
任
ず
る

松
尾
神
社
宮
司
　
藤
井
勝
見

赤
磐
郡
赤
坂
町
北
佐
古
田

兼
ね
て
八
幡
宮
宮
司
に
任
ず
る

八
幡
神
社
宮
司
　
中
村
和
昭

小
田
郡
矢
掛
町
内
田

兼
ね
て
木
花
神
社
宮
司
に
任
ず
る

十
月
三
十
一
日

金
神
社
宮
司
　
片
山
泰
臣

津
山
市
高
野
本
郷

高
野
神
社
宮
司
に
任
ず
る

熊
野
神
社
権
禰
宜
　
本
郷
壽
美
惠

久
米
郡
久
米
南
町
上
弓
削

厨
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

十
一
月
一
日

高
野
神
社
宮
司
　
片
山
泰
臣

津
山
市
高
野
押
入
上

兼
ね
て
高
良
神
社
宮
司
に
任
ず
る

高
野
神
社
宮
司
　
片
山
泰
臣

津
山
市
高
野
押
入

兼
ね
て
飯
綱
神
社
宮
司
に
任
ず
る

高
野
神
社
宮
司
　
片
山
泰
臣

津
山
市
高
野
山
西

兼
ね
て
山
西
神
社
宮
司
に
任
ず
る

高
野
神
社
宮
司
　
片
山
泰
臣

津
山
市
高
野
野
村

兼
ね
て
陽
地
神
社
宮
司
に
任
ず
る

天
神
八
王
子
月
尾
宮
宮
司
　
松
嶋

章
雄

岡
山
市
西
大
寺
中

兼
ね
て
山
口
神
社
宮
司
に
任
ず
る

十
一
月
五
日

岡
山
県
神
社
庁
参
事
兼
熊
野
神
社

宮
司
　
本
郷
弘
之

願
ひ
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

十
一
月
十
日

草
地
美
恵
子

真
庭
郡
落
合
町
大
字
下
方

八
幡
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

十
一
月
十
二
日

馬
屋
原
誠

川
上
郡
成
羽
町
大
字
成
羽

八
幡
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

池
田
弥
寿
江

英
田
郡
美
作
町
位
田

鷺
神
社
宮
司
に
任
ず
る

十
一
月
二
十
五
日

三
倉
神
社
禰
宜
　
佐
藤
清
文

新
見
市
井
倉

三
倉
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
幡
宮
宮
司
　
堀
正
臣

玉
野
市
渋
川

兼
ね
て
八
幡
宮
禰
宜
に
任
ず
る

下
二
万
神
社
禰
宜
　
櫛
田
式
彦

願
ひ
に
依
り
本
職
を
免
ず
る

九
月
十
八
日

苫
田
郡
加
茂
町
大
字
知
和
　
千
磐

神
社
宮
司

湯
浅
勝
興
﹇
二
級
上
﹈（
八
十
五

歳
）

九
月
二
十
二
日

和
気
郡
吉
永
町
吉
永
　
正
八
幡
宮

宮
司新

庄
章
二
﹇
二
級
﹈（
八
十
三
歳
）

十
月
二
十
八
日

高
梁
市
巨
瀬
町
　
八
幡
神
社
宮
司

大
内
與
吉
﹇
二
級
﹈（
七
十
八
歳
）

十
一
月
十
五
日

阿
哲
郡
大
佐
町
大
字
布
勢
　
荒
神

社
宮
司

千
香
廣
徳
﹇
三
級
﹈（
六
十
八
歳
）

十
一
月
二
十
日

邑
久
郡
牛
窓
町
鹿
忍
　
鹿
忍
神
社

宮
司村

上
妙
子
﹇
三
級
﹈（
七
十
二
歳
）

神
職
帰
幽

自
　
平
成
九
年
七
月
一
日

至
　
平
成
九
年
十
一
月
三
十
日



一
日
　
月
次
祭
・
庁
長
御
母
堂
葬
儀

（
加
茂
町
）
参
事
参
列

三
日
　
階
位
検
定
委
員
会
・
直
階
検

定
講
習
会
受
講
者
面
接

四
日
　
中
国
四
国
宗
教
法
人
実
務
研

修
会
（
メ
ル
パ
ル
ク
）
太
田
主
事
、

杉
田
録
事
参
加
・
受
付

五
日
　
真
庭
郡
支
部
総
代
会
改
正
宗

教
法
人
法
研
修
会
（
勝
山
）
太
田
主

事
出
張

六
日
　
御
津
北
支
部
神
社
実
務
研
修

会
（
加
茂
川
）
参
事
出
張

七
日
　
神
政
連
岡
山
県
本
部
監
査
・

神
政
連
岡
山
県
本
部
役
員
会

八
日
　
庁
史
編
纂
座
談
会
（
サ
ン
ル

ー
ト
岡
山
）
参
事
、
太
田
主
事
出
向

十
日
　
青
少
年
対
策
常
任
委
員
会

十
一
日
　
役
員
会
・
役
員
歓
送
迎
会

（
桃
花
苑
）

十
七
日
　
世
界
連
邦
実
行
委
員
会

（
岡
山
市
民
会
館
）
参
事
出
向

二
十
二
日
　
日
本
会
議
実
行
委
員
会

（
ま
き
び
会
館
）
参
事
出
向

二
十
五
日
　
阿
新
支
部
神
社
実
務
研

修
会
（
新
見
）
参
事
出
張

二
十
六
日
　
神
社
新
報
株
主
総
会

（
東
京
）
参
事
出
張

二
十
八
日
　
直
階
検
定
講
習
会
開
講

式二
十
九
日
　
神
政
連
代
議
員
会
（
い

さ
お
会
館
）
・
役
員
会
（
岡
山
県
護

國
神
社
）

一
日
　
月
次
祭

五
日
　
岡
山
県
神
社
総
代
会
監
査

六
日
　
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
岡
山
県
本

部
評
議
員
会
（
い
さ
お
会
館
）

八
日
　
青
少
年
対
策
委
員
会
（
岡
山

県
護
國
神
社
）

十
二
日
　
祭
式
研
修
会
（
岡
山
県
護

國
神
社
）

十
三
日
　
世
界
連
邦
実
行
委
員
会

（
岡
山
県
庁
）
参
事
出
向

十
八
日
　
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
選
対
会
議

（
岡
山
県
護
國
神
社
）
参
事
、
杉
田

録
事
出
向

十
九
日
　
岡
山
県
神
社
総
代
会
理

事
、
評
議
員
会
（
い
さ
お
会
館
）
・

青
少
年
対
策
常
任
委
員
会

二
十
日
　
広
島
県
神
社
関
係
者
大
会

（
広
島
）
庁
長
出
張
・
児
島
支
部
改

正
宗
教
法
人
法
説
明
会
（
児
島
）
参

事
出
張

二
十
二
日
　
直
階
検
定
講
習
会
閉
講

式二
十
四
日
　
英
北
支
部
神
社
関
係
者

大
会
（
大
原
）
参
事
出
張

二
十
五
日
　
高
梁
上
房
支
部
神
社
関

係
者
大
会
（
高
梁
）
難
波
副
庁
長
出

張
・
阿
新
支
部
祭
式
研
修
会（
新
見
）

参
事
出
張

笠
岡
支
部
神
社
実
務
研
修
会（
笠
岡
）

参
事
出
張
・
和
気
和
気
備
前
支
部
神

社
総
代
会
（
和
気
）
三
原
理
事
出

張
・
子
供
伊
勢
ま
い
り
開
催
（
二
泊

三
日
）

二
十
八
日
　
中
国
地
区
教
化
会
議

（
山
口
）
横
林
、
河
本
副
委
員
長
、

福
田
部
長
出
張
・
祭
祀
委
員
会

二
十
九
日
　
世
界
連
邦
宣
言
文
起
草

委
員
会
（
市
民
会
館
）
横
林
理
事
、

参
事
出
向
・
吉
備
支
部
祭
式
研
修
会

三
十
日
　
笠
岡
支
部
祭
式
研
修
会

一
日
　
月
次
祭

二
日
　
伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭
団
体

参
拝
打
合
せ
（
伊
勢
）
参
事
出
張

三
日
　
玉
島
支
部
神
社
実
務
研
修
会

（
玉
島
）
太
田
主
事
出
張

五
日
　
世
界
連
邦
宗
教
者
大
会
打
合

せ
会

六
日
　
山
口
県
神
社
関
係
者
大
会

（
山
口
）
庁
長
出
張

七
日
　
井
原
後
月
支
部
祭
式
研
修
会

十
日
　
神
宮
大
麻
事
務
担
当
者
会

十
二
日
　
世
界
連
邦
岡
山
県
宗
教
者

大
会
（
三
木
記
念
ホ
ー
ル
）
六
五
〇

名
参
加

十
三
日
　
川
上
郡
支
部
祭
祀
舞
研
修

会十
四
日
　
阿
新
支
部
神
社
関
係
者
大

会
（
新
見
）
参
事
出
張

十
七
日
　
神
宮
大
麻
頒
布
始
祭
参
列

（
伊
勢
）
庁
長
、
参
事
出
張

十
九
日
　
教
化
委
員
会

二
十
二
日
　
日
本
会
議
中
国
ブ
ロ
ッ

ク
代
表
者
会
（
国
際
ホ
テ
ル
）
庁
長

難
波
、
物
部
副
庁
長
、
宮
原
総
代
会

長
、
参
事
、
小
山
主
事
、
杉
田
録
事

出
向
・
子
供
伊
勢
ま
い
り
反
省
会

二
十
四
日
　
班
幣
式
・
役
員
会
・
階

位
検
定
委
員
会

二
十
五
日
　
中
国
地
区
神
社
庁
職
員

研
修
会
（
二
泊
三
日
・
チ
サ
ン
ホ
テ

ル
）
職
員
全
員
出
席

三
十
日
　
小
山
主
事
退
職

一
日
　
月
次
祭

二
日
　
三
長
会
・
大
麻
頒
布
推
進
委

員
会

七
日
　
教
化
委
員
会
事
業
部
会

九
日
　
川
上
郡
支
部
神
社
関
係
者
大

会
（
成
羽
）
参
事
出
張

十
五
日
　
船
川
八
幡
宮
例
祭
献
幣
使

庁
長
参
向

十
七
日
　
大
麻
頒
布
推
進
常
任
委
員

会二
十
日
　
高
倉
神
社
社
殿
竣
工
奉
祝

祭
献
幣
使
庁
長
参
向

二
十
一
日
　
井
原
後
月
支
部
神
宮
大

麻
頒
布
始
祭
（
井
原
）
参
事
出
張

二
十
三
日
　
表
彰
委
員
会

二
十
七
日
　
教
化
委
員
会
広
報
部
会

二
十
九
日
　
階
位
検
定
委
員
会

三
十
一
日
　
神
宮
大
麻
頒
布
始
祭

（
遺
族
福
祉
会
館
）

十
日
　
監
査
会

十
一
日
　
久
米
支
部
神
宮
大
麻
頒
布

始
祭
（
中
央
町
）
庁
長
出
張

十
二
日
　
役
員
会
・
社
頭
講
話
研
修

会十
三
日
　
日
本
会
議
岡
山
実
行
委
員

会
（
幸
町
会
館
）
参
事
出
向

十
四
日
　
津
山
支
部
神
宮
大
麻
頒
布

始
祭
（
津
山
）
庁
長
出
張
・
伊
勢
神

宮
新
穀
感
謝
祭
団
体
参
拝
打
合
せ
会

十
八
日
　
財
務
委
員
会
・
小
山
前
主

事
送
別
会
（
桃
花
苑
）

二
十
一
日
　
臨
時
協
議
員
会
（
い
さ

お
会
館
）

二
十
七
日
〜
二
十
九
日
　
伊
勢
神
宮

新
穀
感
謝
祭
団
体
参
拝
六
二
〇
名
参

加
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庁
務
日
誌
抄

自
　
平
成
九
年
七
月
一
日

至
　
平
成
九
年
十
一
月
三
十
日

七
月

八
月

九
月

十
月

十
一
月
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歳入の部 

歳出の部 

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

　１幣 　 帛 　 料  

　（１本　庁　幣） 

　（２神 社 庁 幣） 

Ⅱ神 　 事 　 費  

　１神 殿 奉 斎 費  

Ⅲ事 務 局 費  

 

　１表彰並びに儀礼費 

　（１神職･総代表彰費） 

　（２慶　弔　費） 

　２会 　 議 　 費  

　（１役 員 会 費） 

　（２事務打合諸費） 

　（３協議員会費） 

　（４支部長会議費） 

　（５各種委員会諸費） 

　（６諸　　　費） 

　３役 員 関 係 費  

　（１役 員 報 酬） 

　（２各種委員手当） 

　（３教誨師関係費） 

　（４視察研修費） 

　（５地区会議関係費） 

　４給料及び福利厚生費 

　（１給　　　料） 

　（２諸　手　当） 

　（３各種保険料） 

　（４職員厚生費） 

　５庁 　 　 　 費  

　（１備　品　費） 

　（２図書印刷費） 

　（３消 耗 品 費） 

　（４水道光熱費） 

　（５通信運搬費） 

　（６傭　人　費） 

　（７雑　　　費） 

　６交 　 際 　 費  

　７旅 　 　 　 費  

 

　８管 　 理 　 費  

　（１営繕管理費） 

　（２防　災　費） 

　（３諸　　　費） 

Ⅳ指 導 奨 励 費  

 

　１教 化 事 業 費  

　（１教　化　費） 

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

△61,200 

△3,200 

△58,000 

199,030 

199,030 

176,980 

22,260 

△210 

△155,120 

△155,120 

△139,200 

△15,920 

0 

414,000 

（114,000） 

392,000 

（92,000） 

22,000 

227,450 

（△72,550） 

227,450 

（△72,550） 

26,200 

178,500 

（△121,500） 

22,750 

△500,000 

0 

△500,000 

（0） 

124,160 

（24,160） 

594,281 

718,441 

（618,441） 

 

 

102,200

1,022,200 

624,200 

398,000 

33,800,970 

33,800,970 

23,623,020 

8,477,740 

1,700,210 

1,845,120 

1,845,120 

1,339,200 

255,920 

250,000 

2,386,000 

 

2,208,000 

 

178,000 

3,172,550 

 

3,172,550 

 

23,800 

2,321,500 

 

827,250 

11,000,000 

 

11,000,000 

 

53,226,840 

 

2,405,719 

55,632,559 

 

 

 

2,457,800

961,000 

621,000 

340,000 

34,000,000 

34,000,000 

23,800,000 

8,500,000 

1,700,000 

1,690,000 

1,690,000 

1,200,000 

240,000 

250,000 

2,800,000 

（2,500,000） 

2,600,000 

（2,300,000） 

200,000 

3,400,000 

（3,100,000） 

3,400,000 

（3,100,000） 

50,000 

2,500,000 

（2,200,000） 

850,000 

10,500,000 

（11,000,000） 

10,500,000 

（11,000,000） 

53,351,000 

（53,251,000） 

3,000,000 

56,351,000 

（56,251,000） 

 

 

2,560,000

102,200 

3,000 

99,200 

52,862 

52,862 

1,526,921 

（1,326,921） 

25,747 

△51,803 

77,550 

691,187 

185,395 

53,527 

90,020 

41,565 

270,680 

50,000 

50,040 

0 

0 

50,040 

0 

0 

5,490 

2,000 

5,500 

△17,960 

15,950 

304,049 

5,831 

87,210 

1,898 

100,783 

60,778 

30,000 

17,549 

2,787 

115,835 

（△84,165） 

331,786 

197,820 

33,966 

100,000 

1,194,812 

（994,812） 

709,777 

169,895

2,457,800 

2,207,000 

250,800 

297,138 

297,138 

31,866,079 

 

574,253 

451,803 

122,450 

798,813 

214,605 

46,473 

329,980 

78,435 

129,320 

0 

1,609,960 

970,000 

170,000 

219,960 

150,000 

100,000 

22,763,510 

12,708,000 

7,588,500 

2,367,960 

99,050 

3,205,951 

394,169 

312,790 

898,102 

579,217 

819,222 

20,000 

182,451 

897,213 

1,684,165 

 

332,214 

66,180 

266,034 

0 

5,855,188 

 

3,090,223 

1,050,105

2,560,000 

2,210,000 

350,000 

350,000 

350,000 

33,393,000 

（33,193,000） 

600,000 

400,000 

200,000 

1,490,000 

400,000 

100,000 

420,000 

120,000 

400,000 

50,000 

1,660,000 

970,000 

170,000 

270,000 

150,000 

100,000 

22,769,000 

12,710,000 

7,594,000 

2,350,000 

115,000 

3,510,000 

400,000 

400,000 

900,000 

680,000 

880,000 

50,000 

200,000 

900,000 

1,800,000 

（1,600,000） 

664,000 

264,000 

300,000 

100,000 

7,050,000 

（6,850,000） 

3,800,000 

1,220,000

532,452 

0 

7,430 

485,035 

（285,035） 

455,035 

（255,035） 

30,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

144,891 

144,891 

330 

330 

330 

0 

146,975 

10,000 

136,975 

0 

0 

111,090 

101,090 

10,000 

791,000 

791,000 

0 

△300,000 

（0） 

3,771,081 

（3,671,081） 

△3,052,640 

618,441

1,467,548 

350,000 

222,570 

1,184,965 

 

944,965 

 

240,000 

1,580,000 

500,000 

100,000 

20,000 

150,000 

100,000 

70,000 

40,000 

200,000 

40,000 

0 

360,000 

3,113,000 

2,000,000 

113,000 

1,000,000 

555,109 

555,109 

5,218,670 

5,218,670 

51,670 

5,167,000 

298,025 

90,000 

63,025 

45,000 

100,000 

2,618,910 

2,618,910 

0 

0 

0 

0 

300,000 

 

52,579,919 

 

3,052,640 

55,632,559

2,000,000 

350,000 

230,000 

1,670,000 

（1,470,000） 

1,400,000 

（1,200,000） 

270,000 

1,580,000 

500,000 

100,000 

20,000 

150,000 

100,000 

70,000 

40,000 

200,000 

40,000 

0 

360,000 

3,113,000 

2,000,000 

113,000 

1,000,000 

700,000 

700,000 

5,219,000 

5,219,000 

52,000 

5,167,000 

445,000 

100,000 

200,000 

45,000 

100,000 

2,730,000 

2,720,000 

10,000 

791,000 

791,000 

0 

0 

（300,000） 

56,351,000 

（56,251,000） 

0 

56,251,000

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

　（２広　報　費） 

　（３神社振興対策費） 

　（４青少年対策費） 

　２神社庁研修所費 

 

　（１研　修　費） 

 

　（２研修奨励費） 

　３各 種 補 助 金  

　（１神青協補助金） 

　（２氏青協補助金） 

　（３県教神協補助金） 

　（４婦人神職会補助金） 

　（５県敬婦連補助金） 

　（６神楽部補助金） 

　（７作州神楽補助金） 

　（８支部長懇話会補助金） 

　（９神宮大祭派遣補助金） 

　（１０神職養成補助金） 

　（１１地区大会援助金） 

Ⅴ各 種 積 立 金  

　１職員退職給与積立金 

　２役員退任慰労金積立金 

　３庁舎建設資金積立金 

Ⅵ神社関係者大会費 

　１神社関係者大会費 

Ⅶ負 　 担 　 金  

　１負 　 担 　 金  

　（１本庁災害慰謝負担金） 

　（２本庁負担金） 

Ⅷ渉 　 外 　 費  

　１友好団体関係費 

　２時 局 対 策 費  

　３同 和 対 策 費  

　４神政連関係費 

Ⅸ支 部 関 係 費  

　１負担金報奨費 

　２諸　　　　費 

Ⅹ予 　 備 　 費  

　１予 　 備 　 費  

XI返 　 還 　 金  

XII５０周年記念事業費 

 

　当期歳出合計 

 

　次 期 繰 越 金  

　歳 出 合 計  

Ⅰ神 饌 及 幣 帛 料  

　１本 　 庁 　 幣  

　２神饌及初穂料 

Ⅱ負 　 担 　 金  

　１負 　 担 　 金  

　（１神社負担金） 

　（２神職負担金） 

　（３支部負担金） 

Ⅲ交 　 付 　 金  

　１本 庁 交 付 金  

　（１本庁交付金） 

　（２本庁補助金） 

　（３振興対策補助金） 

Ⅳ寄 　 付 　 金  

 

　１神社特別寄贈金 

 

　２寄 　 付 　 金  

Ⅴ諸 　 収 　 入  

 

　１諸 　 収 　 入  

 

　（１預 金 利 子） 

　（２申請料・任命料） 

 

　（３雑　収　入） 

Ⅵ繰 　 入 　 金  

 

　１繰 　 入 　 金  

 

　当期歳入合計 

 

　前 期 繰 越 金  

　歳 入 合 計  

 

 

 

Ⅰ幣 　 帛 　 料  

平成8年度 
岡 　 山 　 県 　 神 　 社 　 庁  

一般会計決算書  
平成8年7月1日～平成9年6月30日 

歳入総額　　　55,632,559円也 
歳出総額　　　52,579,919円也 
差引残額　　　　3,052,640円也 
　　　　　　　　（次年度へ繰越） 
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今
冬
も
暖
冬
だ
と
い
う
予
想
で

あ
る
。
気
象
庁
が
早
々
に
予
報
を

出
し
て
い
る
。
南
米
チ
リ
沖
の
太

平
洋
の
水
温
が
高
く
な
る
と
い
う

い
わ
ゆ
る
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ
現
象
の

影
響
で
世
界
各
地
に
暖
地
帯
や
寒

地
帯
の
異
常
気
象
が
起
こ
り
、
日

本
の
周
辺
は
暖
か
い
冬
に
な
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
海
水
温
度
が
一

〜
二
度
上
昇
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
自
然
の
サ
イ
ク
ル
に
と
っ
て

大
変
な
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
併

せ
て
、
太
陽
の
黒
点
活
動
の
影
響

か
ら
か
地
球
の
温
暖
化
も
進
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
、
北
米
、
南

米
の
氷
河
や
シ
ベ
リ
ア
の
永
久
凍

土
が
融
け
出
し
た
り
、
海
で
は
寒

流
や
暖
流
の
流
れ
る
コ
ー
ス
や
時

期
が
狂
い
、
漁
業
に
も
大
き
な
影

響
が
出
て
い
る
と
い
う
。

神
社
に
奉
仕
す
る
私
達
に
と
っ

て
暖
か
い
冬
と
い
う
の
は
有
難
い

こ
と
で
、
正
月
の
参
拝
者
の
動
き

も
よ
く
な
り
、
氏
子
の
お
日
待
ち

や
家
祈
祷
な
ど
神
勤
も
や
り
易
く

な
る
。
こ
の
と
こ
ろ
暖
冬
傾
向
で

助
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
傾
向
は
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ
現

象
の
よ
う
に
自
然
の
サ
イ
ク
ル
、

リ
ズ
ム
の
崩
れ
、
破
壊
か
ら
起
き

て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
喜
ば

し
い
こ
と
で
は
な
い
と
気
付
く
べ

き
だ
ろ
う
。
現
在
地
球
に
生
き
る

私
達
人
類
が
、
例
え
ば
フ
ロ
ン
に

よ
る
南
極
大
陸
上
空
の
オ
ゾ
ン
層

の
破
壊
の
よ
う
に
、
大
気
、
海
、

河
川
、
土
地
を
公
害
等
に
よ
っ
て

汚
染
す
る
こ
と
が
大
き
な
原
因
に

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
冬
は

寒
い
の
が
当
た
り
前
の
自
然
の
サ

イ
ク
ル
、
リ
ズ
ム
が
崩
れ
た
暖
冬

を
有
り
難
が
っ
て
い
て
は
い
け
な

い
の
で
あ
る
。
大
自
然
の
営
み
の

中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
私
達
は
、

母
な
る
そ
の
自
然
を
破
壊
す
る
滅

び
の
道
を
た
ど
っ
て
は
な
ら
な
い

と
、
強
く
自
戒
し
行
動
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。（

広
報
部
長
・
小
野
）

編
　
集
　
後
　
記

神社庁閉庁
のお知らせ
12月26日（金）
「御用納め」

d
新年1月5日（月）
「御用始め」

﹇
参
事
・
本
郷
弘
之
﹈

○
庁
内
事
務
統
括

○
庁
務
取
締
り
に
関
す
る
こ
と

○
神
職
任
免
に
関
す
る
事
務

○
神
職
身
分
に
関
す
る
事
務

○
階
位
検
定
並
び
に
授
与
に
関
す
る

事
務

○
表
彰
及
び
懲
戒
に
関
す
る
事
務

○
庁
規
及
び
諸
規
則
に
関
す
る
こ
と

○
本
宗
奉
賛
に
関
す
る
事
務

○
外
郭
団
体
・
友
好
団
体
等
と
の
渉

外
に
関
す
る
事
務

○
岡
山
県
神
社
総
代
会
事
務
長

○
庁
舎
管
理
に
関
す
る
こ
と

○
出
勤
簿
、
賜
暇
願
簿
、
出
張
簿
等

の
管
理

﹇
主
事
・
太
田
浩
司
﹈

○
本
庁
承
認
に
関
す
る
事
務
及
び
指

導
○
各
種
会
議
に
関
す
る
事
務
及
び
記

録
係

○
岡
山
県
神
社
庁
研
修
所
関
係
事
務

○
文
書
の
受
発

○
各
種
統
計
に
関
す
る
事
務

○
庁
内
神
事
に
関
す
る
こ
と

○
県
内
氏
子
青
年
会
関
係
事
務

○
災
害
慰
謝
に
関
す
る
事
務

○
教
化
関
係
事
務

○
財
務
委
員
会
書
記

﹇
録
事
・
杉
田
節
子
﹈

○
来
庁
者
の
接
遇

○
庁
務
日
誌
係

○
神
政
連
に
関
す
る
事
務
補
佐
及
び

岡
山
県
神
社
庁
職
員
事
務
分
担

平
成
九
年
十
月
一
日
〜

会
計

○
県
神
社
総
代
会
に
関
す
る
事
務
及

び
会
計

○
神
社
庁
神
楽
部
に
関
す
る
事
務
及

び
会
計

○
教
誨
師
に
関
す
る
事
務

○
岡
山
県
敬
神
婦
人
連
合
会
の
事
務

及
び
会
計

﹇
録
事
・
河
田
晴
彦
﹈

○
神
宮
大
麻
頒
布
事
務
担
当

○
庁
内
Ｏ
Ａ
機
器
の
管
理

○
需
品
係

○
視
聴
覚
機
器
管
理
者

○
本
庁
共
済
制
度
に
関
す
る
事
務

○
神
社
庁
一
般
会
計
及
び
別
途
会
計

の
経
理
事
務

○
神
社
庁
財
産
管
理
に
関
す
る
事
務

○
税
務
・
保
険
・
給
与
に
関
す
る
事

務
○
備
品
管
理
係

去
る
十
一
月
二
十
一
日
午
後
一
時

三
十
分
か
ら『
岡
山
県
い
さ
お
会
館
』

に
お
い
て
、
協
議
員
三
十
四
名
出
席

の
下
、
平
成
九
年
臨
時
協
議
員
会
が

開
催
さ
れ
た
。

先
ず
神
宮
遙
拝
の
後
、
敬
神
生
活

の
綱
領
唱
和
に
続
き
庁
長
の
挨
拶
が

な
さ
れ
左
記
の
議
案
の
審
議
が
行
わ

れ
た
。

第
一
号

平
成
八
年
度
岡
山
県
神
社

庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

第
二
号

平
成
八
年
度
岡
山
県
神
社

庁
別
途
会
計
収
支
決
算

第
三
号
　
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録

そ
の
他

全
案
満
場
一
致
で
可
決
さ

れ
午
後
三
時
に
は
難
波
副
庁

長
の
閉
会
の
挨
拶
が
行
わ
れ

全
日
程
を
終
了
し
た
。

平成9年

臨時協議員会

報　　告

お 知 ら せ
平成10年1月1日から『申請料・手数料』
が下記の様に改訂されます。

岡山県神社庁長が入学、受講のための推薦書を発
行する場合1件2,000円

証明料1件につき2,000円

階位証等の再交付1件につき3,000円

推薦料

各種証明料

再交付料




